
 
独立行政法人都市再生機構中部支社入札監視委員会（第 37 回）議事概要 

 
１ 開催日   令和４年 11月 28 日（月） 

 

２ 場 所     独立行政法人都市再生機構中部支社（第 1会議室・第 2会議室） 

 

３ 入札監視委員会委員 

 ［委員長］ 

   太田勇（弁護士） 

 ［委員］（五十音順） 

   河邊伸二（名古屋工業大学学長特別補佐）、小林眞（公益社団法人愛知県安全運転管理協議会

専務理事）、竹内伝史（岐阜大学名誉教授） 

    

４ 審議対象期間  令和４年４月１日～令和４年９月 30日 

 

５ 抽出件数 

 

 
 区分 抽 出 件 数        

工 
 

事 

１ 落札率が高い契約 1 件 

２ 一者応札・応募の契約 1 件 

－ 一定の関係を有する法人との契約 0 件 

3・4・5 契約方式の区分の分散に配慮しつつ抽出する契約 3 件（1件） 

業 

務 

６ 落札率が高い契約 1 件 

７ 一者応札・応募の契約 1 件 

８ 一定の関係を有する法人との契約 1 件 

抽出件数（計） 8 件（1件） 

（注）抽出件数の（ ）書は、事務所（独立行政法人都市再生機構会計実施細則（平成 16 年

独立行政法人都市再生機構達第 95号）第２条第７号に定める「事務所」をいう。）の分

任契約担当役の発注で内数である。 

 

６ 委員からの意見・質問及びそれに対する回答 

別紙のとおり 

 

７ 委員会による意見の具申又は勧告の内容 

なし 



別 紙 

 意見・質問 回 答 

1 【Ｒ４－美浜町運動公園外構工事】 

① 総合評価の技術評価について、複数者の

応札があれば、相対評価で意味があるが、

１者応札になると、加点評価は意味がな

い。最低何点あれば良いという基準があ

るか。 

② 他の案件も含め、総合評価の技術評価を

行う審査員の体制は。部内者、部外者、技

術職、事務職等どのように構成されてい

るのか。 

③ １者応札かつ複数回の入札となっている

が、この結果は積算乖離の反省材料とし

て、積算者に十分にフィードバックされ

ているか。 

 

 

① 最低点の基準はない。 

本工事の場合、総合評価には技術提案を評価

する項目があり、提案の履行に係る覚書の交

換が契約にあたっての必須条件になる。１者

応札の場合も然り。 

② UR 内部職員を審査員に定めている。 

UR 内部に契約審査会があり、誰を審査員に

するのかを諮り、案件により、必要な人数を

指名している。 

③ 入札結果については、積算担当者も把握して

いる。積算乖離の理由として、落札者にヒア

リングしたところ、本工事は２か年に亘るも

のであり今後の物価上昇が読めなかったな

どがあった。なお、本社で全国的にデータを

集め、確認、調整、積算への反映を行ってお

り、支社間でも情報を共有している。 

 

2 【藤枝総合運動公園サッカー場バックスタ

ンド改修その他工事】 

特になし 

 

 

 

 

3 

 

【Ｒ４－美浜町運動公園整備工事】 

① 落札者は低入札調査基準価格を下回り、調

査の上問題がなかったので契約したとの

ことであるが、資料にもその旨を記載すべ

きではないか。 

 

 

① 次回から低入札調査基準価格調査後の契約

については、その旨を審議事案説明資料に記

載することとする。 

 

4 【Ｒ０４－支－アーバンラフレ鳴海他６団

地インターホン修繕その他工事】 

特になし 

 

 

 

5 

 

【【ＵＲコミュニティ】Ｒ０４－豊明団地２

０～３４号棟塗装工事 

特になし 

 

 

 

6 

 

【令和４年度沼津駅周辺における滞留空間

検討業務】 

① 業務内容の民間事業者へのヒアリングは

コストがかかるが、何社以上行うという

規定があるのか。 

 

 

 

① 何社以上行うという規定はない。本件は、改

めて民間事業者を探してヒアリングを行う

ものではなく、過去に実施した市の社会実験

やイベント参加者へのヒアリングを行う想

定である。 

 

7 

 

【Ｒ０４－支－住棟外壁等調査業務】 

特になし 

 

 

 

 



8 【Ｒ０４－愛知県北部エリア団地再生検討

業務】 

① 契約一覧表によると、同様の契約が他に

２件あり、全て１者応札で落札率も高い

が、今後１者応札を解消する方策はある

のか。 

 

 

 

 

 

 

① 本業務については３者が入札説明書を取り

に来たが、業務内容確認後、他の業務との兼

ね合いで入札に参加できない等の理由によ

り、１者応札となった。今後は他部門や他支

社で類似の業務を行っている事業者に事前

にヒアリング等を行い、門戸を広げていきた

い。 

 

以 上 


